
（略） （略）

（目標１）病院や学校の主要施設へのアクセス道路の交通不快箇所解消
         （車両すれ違い箇所増、１箇所 → 25箇所（7.0km））

（目標１）病院や学校の主要施設へのアクセス道路の交通不快箇所解消
         （車両すれ違い箇所増、１箇所 → 12箇所）

５.目標を達成するために行う事業

（略） （略）

　①道整備交付金を活用する事業

　　整備箇所等については別添の整備箇所を示した図面による。

　・町道全15路線については、昭和57年～平成17年にかけて道路法第８条第
２項により町道認定済
　　町道２級笹川十郎原１号線   （S57．３．29 道路認定）
　　町道２級柿生１号線　　　　 （S59．４．１ 道路認定）
　　町道瑞穂１４号線　　　　   （S59．４．１ 道路認定）
　　町道真脇姫１号線　　　　　 （H17．３．31 道路認定）
　　町道１級七見鵜川１号線　   （S59．４．１ 道路認定）
　　町道小木１６号線　　　　　 （S60．３．15 道路認定）
　　町道新保１号線　　　　　   （S60．３．15 道路認定）
　　町道２級松波３号線　　　　 （S60．３．15 道路認定）
　　町道１級石井鈴ヶ嶺１号線　 （S57．３．29 道路認定）
　　町道本木７号線　　　　　　 （S59．４．１ 道路認定）
　　町道斉和１号線　　　　　   （S57．３．29 道路認定）
　　町道神和住中斉２号線　　　 （S57．３．29 道路認定）
　　町道藤波矢波１号線　　　   （S62．４．１ 道路認定）
　　町道当目８号線　　　　　 　（H17．３．31 道路認定）
　　町道松波上１号線　　　　   （H16．３．19 道路認定）

　①道整備交付金を活用する事業

　　整備箇所等については別添の整備箇所を示した図面による。

　・町道全２路線については、昭和57年～昭和59年にかけて道路法第８条第
２項により町道認定済
　　町道２級笹川十郎原１号線   （S57．３．29 道路認定）
　　町道２級柿生１号線　　　　 （S59．４．１ 道路認定）

４.地域再生計画の目標 ４.地域再生計画の目標

（略）（略）

（略） （略）

能登町「人・自然・ふれあいのまち」再生計画　新旧対照表

旧

５.目標を達成するために行う事業

（５－２）法第５章の特別の措置を適用して行う事業 （５－２）法第５章の特別の措置を適用して行う事業

新



旧新

　・町道　7.01km、林道　1.71km
　・総事業費　1,096,160千円（うち交付金  548,080千円）
     　町道　　 860,000千円（うち交付金  430,000千円）
       林道　　 236,160千円（うち交付金  118,080千円）

　・町道　1.17km、林道　1.71km
　・総事業費　　486,160千円（うち交付金  243,080千円）
     　町道　　 250,000千円（うち交付金  125,000千円）
       林道　　 236,160千円（うち交付金  118,080千円）

［整備量及び事業量］ ［整備量及び事業量］

（以下略） （以下略）

［事業期間］ ［事業期間］

　・町道（平成22～26年度）
　・林道（平成22～26年度）

　・町道（平成22～25年度）
　・林道（平成22～26年度）


